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ストーマ装具の申請手順

健康福祉部障碍
がい

福祉課

④委託通知書・給付券発行

⑥支払（自己負担がある場合）

⑧公費負担金の支払

※申請は2か月分・4か月分・6か月分の単位で申請してください。
ただし、年度が変わる3月分と4月分は同時申請することはできません。
年度末で、2か月、4か月分の申請ができない場合のみ、1か月分、3か月分で申請してください。

④決定通知・次回申請書発行　　　　　

⑦請求

①見積書依頼

 　　  　 ②見積書提出(市又は申請者）

③見積書・申請書提出

⑤納品

申請者

業者

申請者

申請者

申請者

業者

業者

業者

市

市

申請者が業者と相談し、見積額を確認したう

えで、商品を決めることができます。


